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別
表
第
一
（
第
十
四
条
関
係
）

減
額
の
条
件

入
学
検
定
料

備

考

学
外
機
関
に
よ
る
試
験
を
利
用
し
、
か
つ
、
本
大
学
個
別
の
学
力
検
査
を
課

一
五
、
〇
〇
〇
円

さ
な
い
場
合

学
部
ご
と
に
入
学
の
選
考
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
実
施
す
る
同
一

一
五
、
〇
〇
〇
円

上
記
の
入
学
検
定
料
は
、
二
つ
以
降
の
一
選
考
が
増
す
ご
と
の

の
学
部
の
二
以
上
の
選
考
（
学
科
、
選
考
方
式
又
は
教
科
型
等
）
を
同
時
に

入
学
検
定
料
で
あ
る

併
せ
て
志
願
し
た
と
き

複
数
の
学
部
が
共
通
し
た
入
学
試
験
問
題
に
よ
り
、
同
日
に
入
学
の
選
考
を

一
五
、
〇
〇
〇
円

上
記
の
入
学
検
定
料
は
、
二
つ
以
降
の
一
選
考
が
増
す
ご
と
の

行
う
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
選
考
（
学
部
、
学
科
、
選
考
方
式
又
は
教

入
学
検
定
料
で
あ
る

科
型
等
）
を
同
時
に
併
せ
て
志
願
し
た
と
き

別
表
第
二
（
第
十
九
条
関
係
）

種

類

適

用

さ

れ

る

学

費

の

内

容

学

費

の

適

用

区

分

該

当

事

項

入

学

金

授

業

料

施
設
設
備
費

学
則
施
行
規
則
第
三

条
第
一
項
第
一
号
に

許
可
さ
れ
た
年
次
の
学
生
に
適
用
さ
れ
る
納
入

よ
る
編
入
学
生
の
う

半

額

全

額

全

額

額
と
す
る
。

ち
、
本
大
学
を
卒
業

し
た
者

編

入

学

生

学
則
施
行
規
則
第
三

条
第
一
項
第
一
号
に

よ
る
編
入
学
生
の
う

ち
、
他
大
学
を
卒
業

全

額

全

額

全

額

同

右

し
た
者
及
び
同
項
第

二
号
か
ら
第
七
号
に

よ
る
編
入
学
生

学
則
第
三
十
一
条
第

一
項
に
よ
る
除
籍
者

再

入

学

者

全

額

全

額

全

額

許
可
さ
れ
た
年
次
の
学
生
に
適
用
さ
れ
る
納
入

（
同
条
第
三
号
に
よ

額
と
す
る
。

る
除
籍
者
を
除
く
。
）

許
可
さ
れ
た
年
次
の
学
生
に
適
用
さ
れ
る
納
入

転
部
科
者

不

要

全

額

全

額

額
と
す
る
。

転

部

科

者

通
信
教
育
課
程
よ
り

同

右

通
学
課
程
へ
の
転
科

差

額

全

額

全

額

入
学
金
は
、
通
教
在
籍
時
納
入
額
と
の
差
額
と

者

す
る
。

注

一

経
済
学
部
、
商
学
部
、
理
工
学
部
、
総
合
政
策
学
部
、
国
際
経
営
学
部
及
び
国
際
情
報
学
部
は
、
学
則
別
表
第
六
に
定
め
る
実

験
実
習
料
を
要
す
る
。

二

特
殊
な
場
合
の
学
費
で
、
こ
の
表
に
該
当
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。
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別
表
第
三
（
第
二
十
条
関
係
）

一

科
目
等
履
修
費
（
教
育
職
員
の
免
許
並
び
に
学
芸
員
、
社
会
教
育
主
事
、
司
書
及
び
司
書
教
諭
の
資
格
の
取
得
を
目
的
と
し
な
い
者
）

（
単
位
・
円
）

費

目

摘

要

登
録
料

一
○
、
○
○
○

法
・
経
済
・
商
・
文
学
部
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
場
合

一
五
、
○
○
○

科
目
履
修
料

一
単
位

総
合
政
策
・
国
際
経
営
・
国
際
情
報
学
部
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
場
合

一
六
、
○
○
○

理
工
学
部
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
場
合

一
七
、
○
○
○

注

一

学
則
第
五
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
よ
り
履
修
を
願
い
出
た
者
に
つ
い
て
は
、
登
録
料
を
免
除
す
る
。

二

本
大
学
大
学
院
学
生
が
学
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
基
づ
く
科
目
等
履
修
生
に
な
る
場
合
は
、
登
録
料
を
免
除
す
る
。

二

科
目
等
履
修
費
（
教
育
職
員
の
免
許
並
び
に
学
芸
員
、
社
会
教
育
主
事
、
司
書
及
び
司
書
教
諭
の
資
格
の
取
得
を
目
的
と
す
る
者
）

（
単
位
・
円
）

種

別

教
育
職
員
の
免
許
の
取
得
を
目
的
と
す
る
科
目
等

学
芸
員
、
社
会
教
育
主
事
、
司
書
及
び
司
書
教
諭

履
修
生

の
資
格
の
取
得
を
目
的
と
す
る
科
目
等
履
修
生

本
大
学
大
学
院
学
生

本
大
学
卒
業
者
（
本
大

本
大
学
大
学
院
文
学
研

本
大
学
文
学
部
卒
業
者

学
大
学
院
学
生
を
除

究
科
学
生

（
同
資
格
課
程
の
単
位

費

目

く
。
）

を
一
部
修
得
し
た
者
）

登
録
料

―

一
○
、
○
○
○

―

一
○
、
○
○
○

科
目
履
修
料

一
単
位

五
、
○
○
○

一
○
、
○
○
○

五
、
○
○
○

一
○
、
○
○
○

教
職
履
修
料

一
八
、
○
○
○

一
八
、
○
○
○

―

―

学
芸
員
履
修
料

―

―

八
、
○
○
○

―

社
会
教
育
主
事
履
修
料

―

―

八
、
○
○
○

―

司
書
・
司
書
教
諭
履
修
料

―

―

八
、
○
○
○

―

注

一

学
則
第
五
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
よ
り
履
修
を
願
い
出
た
者
に
つ
い
て
は
、
登
録
料
を
免
除
す
る
。

二

本
大
学
学
部
在
学
時
に
学
則
第
五
十
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
定
め
る
履
修
料
を
納
入
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

当
該
履
修
料
を
そ
れ
ぞ
れ
免
除
す
る
。

別
表
第
三
の
二
（
第
二
十
一
条
関
係
）

（
単
位
・
円
）

法
・
経
済
・
商
・
文
学
部

五
、
○
○
○

聴

講

料

総
合
政
策
・
国
際
経
営
・
国
際
情
報
学
部

六
、
○
○
○

一

単

位

理
工
学
部

八
、
○
○
○
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別
表
第
四
（
第
二
十
二
条
関
係
）

（
単
位
・
円
）

金

額

種

類

摘

要

在

学

生

卒
業
生
・
退
学
生

証

明

手

数

料

在

学

証

明

書

一
通
に
つ
き

三
○
○

成

績

証

明

書

〃

三
○
○

五
○
○

成

績

・

卒

業

見

込

証

明

書

〃

三
○
○

卒

業

見

込

証

明

書

〃

三
○
○

卒

業

証

明

書

〃

五
○
○

退

学

証

明

書

〃

五
○
○

他

大

学

受

験

許

可

書

〃

三
○
○

一
般
教
養
（
教
養
課
程
）
単
位
取
得
（
見
込
）
証
明
書

〃

三
○
○

五
○
○

単

位

修

得

（

見

込

）

証

明

書

〃

三
○
○

五
○
○

大

学

院

受

験

用

調

査

書

〃

三
○
○

五
○
○

人

物

に

関

す

る

証

明

書

〃

三
○
○

五
○
○

教

職

に

関

す

る

各

種

証

明

書

〃

三
○
○

五
○
○

社

会

教

育

職

員

に

関

す

る

各

種

証

明

書

〃

三
○
○

五
○
○

科

目

等

履

修

生

に

関

す

る

各

種

証

明

書

〃

三
○
○

五
○
○

聴

講

生

に

関

す

る

各

種

証

明

書

〃

三
○
○

五
○
○

健

康

診

断

証

明

書

〃

三
○
○

各

種

欧

文

証

明

書

〃

三
○
○

五
○
○

そ

の

他

の

証

明

書

一
通
に
つ
き

三
○
○

五
○
○

学

生

証

再

発

行

手

数

料

二
、
〇
○
○

科

目

等

履

修

生

証

再

発

行

手

数

料

五
○
○

聴

講

生

証

再

発

行

手

数

料

五
○
○

教

育

実

習

手

数

料

受
講
の
と
き

一
三
、
○
○
○

一
三
、
○
○
○

博

物

館

実

習

手

数

料

受
講
の
と
き

七
、
○
○
○


